
※本システムは災害時の情報提供を行うもので、直接の避難行動支
援や救助活動を行うためのものではありません。

✓ 電話で避難情報などの情報提供を行います。

✓ 荒天などにより聞き取りが難しかった防災行政無線での情報発信を補完します。

防災行政無線の放送と併せて、電話で“高齢者等避難”や“避難指示”などを伝え
ます。

ご申請いただいた方にしか、電話はかかりません。

以下の番号から電話がかかってきますので、事前にお使いの電話機へのご登録をお
願いします。

携帯電話の番号をご申請いただいた方には、SMS（ショートメッセージ）も送信し
ます。

災害が発生する恐れのある場合や災害発生時に、志木市からの重要
な避難情報などを、事前登録された電話番号に自動で一斉に電話す
るシステムです。

志木市からの電話について

システム

志木市

電話番号登録者

携帯電話

固定電話

スマホ

避難情報の伝達
① 高齢者等避難発令
② 避難指示発令
③ 避難指示解除 など

0120-487-443

災害時自動架電システム

AIによる読み上げ

避難指示が
発令されました

【費用：無料】



参考情報

申請方法

対象者

① ６５歳以上でデジタル機器の操作が苦手な人

② 志木市避難行動要支援者名簿に登録されている人

③ ①や②に当てはまる人と同一世帯の人

申請書を防災危機管理課に提出してください。

申請書は、ホームページに掲載するほか、防災危機管理課の
窓口で配布しています。

「災害時自動架電システム」の他にも、災害時の情報を取得

できます。

●志木市メール配信サービス
防災行政無線の放送内容や避難情報などは、メール配信
により情報提供を行っています。

●志木市防災行政無線テレホンサービス
防災行政無線放送が聞こえにくい時などにご利用ください。
放送内容の確認ができます。通話料は無料です。

０８００－８００－０３１８
問合せ：志木市役所 防災危機管理課 【３階 １０番窓口】

電話 ０４８－４７３－１１２３ （平日 午前８時４５分から午後４時３０分まで）


